
広島市立広島商業高等学校における「独占禁止法教室」の開催について 

 

令和７ 年１２月 ８日 

公正取引委員会事務総局 

近畿中国四国事務所中国支所 

 

公正取引委員会は、将来を担う学生に対し、社会人として経済活動に参加する際に、

独占禁止法を遵守するとともに、消費者として厳しい目で商品選択を行うことができ

るよう、独占禁止法の意義と役割を理解してもらうために、これまで中国地区に所在

する高校等において、当委員会の職員による「独占禁止法教室」を開催しています（別

紙参照）。 

このたび、公正取引委員会では、その一環として、同教室を下記のとおり開催する

こととしました。 

 

 

記 

 

１ 実施日 令和７年１２月１５日（月）  ９：５５～１１：４５ 

             １８日（木） １３：５０～１５：４０ 

             １９日（金） １１：５５～１４：４０ 

 

 

２ 場 所 広島市立広島商業高等学校 

       広島市東区牛田新町１丁目１－１ 

 

３ 講 師 公正取引委員会事務総局近畿中国四国事務所中国支所職員 

 

４ 対象者 広島市立広島商業高等学校 １年生（６クラス） 

 

５ 内 容 公正取引委員会と競争政策、消費者がより良い商品やサービスを自主的

かつ合理的に選べるための仕組み等 

 

 

※ 今回の独占禁止法教室は、授業中のカメラ撮影、傍聴取材が可能です。御希望

の場合には、令和７年１２月１２日（金）１７時までに、次の問い合わせ先に御

連絡ください。 
 
 
 問い合わせ先  公正取引委員会事務総局近畿中国四国事務所中国支所 総務課 

      電話 ０８２－２２８－１５０１（代表） 

ホームページ https://www.jftc.go.jp/regional_office/chugoku/index.html 



 

 

 

 

 

 

 公正取引委員会は、将来を担う学生に対し、市場経済の仕組みと競争の重要性を理解していただく

ため、市場経済の基本ルールである独占禁止法の役割について学んでいただくことが有益であると 

考えています。 

そこで、公正取引委員会の職員を学校の授業に講師として派遣し、身近な消費生活を題材として、 

分かりやすく説明する「独占禁止法教室」を開催しています。 

 

  

○ゲーム形式             ○模擬立入検査・模擬事情聴取 

○グループディスカッション形式    ○公正取引委員会職員による経験談 等 

○事例紹介 

※ 授業内容は、学校の御要望をお伺いした上、決定いたします。 

※ 費用は無料です（講師の旅費、教材費等は全て当方が負担します）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年度 中学校 高校 大学 

令和４年度 ７校 ２校 １０校 

令和５年度 １１校 ４校 ９校 

令和６年度 ９校 ３校 ８校 

独独占占禁禁止止法法教教室室ののごご案案内内  

○ 自分たちの住んでいる社会の経済の仕組み 

が市場経済なのだということがわかった。自分 

が社会人になってもカルテルなどはしないよ 

うにしようと思いました。（学生） 

○ シミュレーションゲームや寸劇で分かりや 

すく説明していただき、生徒は独占禁止法や公 

正取引委員会の仕事の内容について理解を深 

めることができました。（先生） 

 独占禁止法教室の感想 

 独占禁止法教室の授業内容 

 独占禁止法教室の実績（中国地区） 
【お問い合わせ先】 

公正取引委員会事務総局 

 近畿中国四国事務所 中国支所 

  総務課 担当：能地 

ＴＥＬ ０８２－２２８－１５０１（直通） 

 独占禁止法教室の授業風景 

別 紙 


